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１．公共施設予約システムによる手続きの流れ

①利用者登録

利用者仮登録
を行います

予約登録します施設を管理する
部署が

利用者の審査を
行います

②本人審査 ③施設予約

予約申請し、
使用許可証を

受領します

使用許可証を

受領します

利用者登録と
施設利用の審査

を申請します

施設利用の審査
を申請します

施設利用日

（体育施設）
利用７日前までに

使用許可証を受領し、

利用当日、施設で
使用料を支払い

ご利用ください

（会議室等）
利用７日前までに
使用料を支払い
ご利用ください

④施設利用

利用者情報登録 予約情報登録

《インターネット》 《施設予約窓口》 《インターネット》 《施設予約窓口》 《施 設》《施設予約窓口》



（１）新規登録の場合

２．利用者情報登録の手順

窓口

インターネット利用

利用者仮登録をする

施設利用の審査を申請する

利用者登録
申請書

（兼許可証）

利用者登録の審査をする

窓口

自宅

施設予約登録が可能になります

窓 口

利用者登録を申請する

窓口

窓口

利用者登録
申請書

（兼許可証）

仮登録通知メール

本登録通知メール

※利用者コード通知利用者登録
申請書

（兼許可証）

：利用者の作業

：窓口担当者の作業

：移行時の作業

《インターネット》



（１）新規予約登録の場合

２．予約情報登録の手順

窓口

インターネット利用

Ｗｅｂ施設予約仮登録をす

施設使用許可を申請する

使用許可
申請書

（兼許可証）

施設予約内容の確認をする

窓口

自宅

施設使用が可能になります

窓 口

施設使用許可を申請する

窓口

施設使用許可
申請書

（兼許可証）

仮予約通知メール

※予約番号通知

使用許可
申請書

（兼許可証）

：利用者の作業

：窓口担当者の作業

：移行時の作業

本予約通知メール

窓口

《インターネット》


